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高齢化の推移と将来推計
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日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39％の水準に

なると推計されている。

出典：厚生労働省「我が国の人口について」より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html


我が国における死亡率の推移（主な死因別）

5出典：令和５年(2023)人口動態統計月報年計（概数）の概況（図６）より引用
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/index.html

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/index.html
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S53～ 第１次国民健康づくり
健康診査の充実、市町村保健センター等の整備、

保健師などのマンパワーの確保

S63～ 第２次国民健康づくり ～アクティブ８０ヘルスプラン～

運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）

H12～ 第３次国民健康づくり

～健康日本21～
一次予防の重視

具体的な目標設定とその評価

H15(2003) 健康増進法の施行

H19(2007) 健康日本21中間評価

H23(2011) 健康日本21最終評価
「スマート・ライフ・
プロジェクト」開始H25～ 第４次国民健康づくり

～健康日本21（第二次）～
健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目標

生活習慣に加え社会環境の改善を目指す

H30(2018) 健康日本21（第二次）中間評価

R４(2022) 健康日本21（第二次）最終評価

我が国における健康づくり運動

2024
R6～ 第５次国民健康づくり

～健康日本21（第三次）～ 72035

○平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体

で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を

展開してきた。

R５(2023).５.31
              健康日本21（第三次）公表



健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画
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第７条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。

国民健康づくり運動を進める上での基本方針。「国民健康づくり運動プラン」と呼称。以下の事項について定める。

①国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

②国民の健康の増進の目標に関する事項

③都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項

④国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項

⑤健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項

⑥食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項

⑦その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項

基本方針（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針：大臣告示）

都道府県

市町村
（特別区含む）

・基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を策定

（義務）

・基本方針・都道府県健康増進計画を勘案し、市町村

健康増進計画を策定（努力義務）

健康増進法

国民健康づくり運動
の展開



・メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少
・適正体重の子どもの増加
・睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少
・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

（一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者）

健康日本2 1（第二次）の評価と課題

評価

①健康寿
命の延伸と
健康格差
の縮小

②生活習慣病
の発症予防と
重症化予防の
徹底（NCD
（非感染性疾
患）の予防）

③社会生活
を営むために
必要な機能
の維持及び
向上

④健康を支
え、守るため
の社会環境
の整備

⑤栄養・食生活、
身体活動・運動、
休養、飲酒、喫煙、
歯・口腔の健康に
関する生活習慣の
改善及び社会環
境の改善

全体

Ａ
目標値に達した

１ ３ 3 １ ８

Ｂ
現時点で目標値
に達していないが、
改善傾向にある

３ 4 2 11 20

Ｃ
変わらない

１ 4 3 １ ５ 14

Ｄ
悪化している

１ １ 2 4

Ｅ
評価困難※

１ １ 2 ３ ７

合計 ２ 12 12 ５ 22 53
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84.93
86.30

87.45

72.65
73.62

75.38

65

70

75

80

85

90

平
成

1
3
年

平
成

1
6
年

平
成

1
9
年

平
成

2
2
年

平
成

2
5
年

平
成

2
8
年

令
和
元
年

男性 女性

○一部の指標（特に生活習慣に関するもの）は悪化・目標未達

検討すべき課題

・自治体が健康づくり施策を効果的に進めるための方策
・データを利活用してより効果的に住民の行動変容を促すための方策
・社会環境整備等を通じ、健康に関心が薄い者を含めた健康づくり施策を更に進めていくための方策
・性差や年齢等も加味した健康づくりの方策
・新型コロナなど新興感染症の感染拡大による生活習慣の変化等を踏まえた健康づくり など

○悪化した目標項目

（年） （年）

（年） （年）

8.73

8.67

12.06

12.28

■平均寿命 ■健康寿命

目標の評価

※新型コロナにより、保健所による調査ができず、直近のデータがない等

健康日本21（第二次）で設定された目標について、達成状況を厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会において評価

9.13

12.68



健康日本2 1（第三次）の全体像

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現ビジョン

誰一人取り残さない
健康づくり
（Inclusion）

目標の設定・評価
エビデンスを踏まえた目標設定、

中間評価・最終評価の精緻化健康寿命の延伸と健康格差の縮小

基本的な方向

個人の行動と健康状態の改善

社会環境の質の向上

ライフコースアプローチを踏まえた
健康づくり

集団や個人の特性を踏まえた
健康づくり

性差や年齢、ライフコースを
加味した取組の推進

アクションプランの提示
自治体の取組の参考となる

具体的な方策を提示

ICTの利活用
ウェアラブル端末やアプリ
などテクノロジーを活用

多様な主体による健康づくり
産官学を含めた様々な担い手の

有機的な連携を促進

健康に関心が薄い者を含む
幅広い世代へのアプローチ
自然に健康になれる環境づくり

の構築

より実効性をもつ
取組

（Implementation）
ビジョン実現のため、以下の基本的な方向で

国民健康づくり運動を進める

※期間は、令和６～17年度の12年間の予定。

○ 人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。

また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改

善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。

10



生活機能の維持・向上

生活習慣病
（NCDs）の
発症予防

生活習慣病
（NCDs）の
重症化予防

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める

健康日本2 1（第三次）の概念図

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

個人の行動と健康状態の改善 社会環境の質の向上

自然に
健康になれる
環境づくり

社会とのつながり・こころの健康の
維持及び向上

誰もがアクセスできる
健康増進のための基盤の整備

生活習慣の
改善

（リスク
ファクター
の低減）

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

11



健康経営、産業保健、
食環境イニシアチブに関する目標を追加、

自治体での取組との連携を図る

健康日本2 1（第三次）の新たな視点

「女性の健康」を新規に項目立て、
女性の健康週間についても明記

骨粗鬆症検診受診率を新たに目標に設定

ウェアラブル端末やアプリの利活用、
自治体と民間事業者（アプリ業者など）間
での連携による健康づくりについて明記

⑤PHRなどICTを利活用する取組は

一定程度進めてきたが、

さらなる推進が必要

③行政だけでなく、多様な主体を

巻き込んだ健康づくりの取組を

さらに進める必要

④目標や施策の概要については記載があ

るが、具体的にどのように現場で取組を

行えばよいかが示されていない

②健康に関心の薄い者など幅広い世代に

対して、生活習慣を改めることが

できるようなアプローチが必要

ｖ

自治体による周知広報や保健指導など
介入を行う際の留意すべき事項や好事例

集を各分野で作成、周知
（栄養・食生活、身体活動・運動、睡眠、喫煙など）

アクションプランの提示

自然に健康になれる環境づくり

①女性の健康については、これまで

目だしされておらず、性差に着目した

取組が少ない

女性の健康を明記

健康に関心の薄い人を含め、本人が無理
なく健康な行動をとれるような

環境づくりを推進

個人の健康情報の見える化・利活用
について記載を具体化

他計画や施策との連携も
含む目標設定

12

○ 「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。



健康日本21（第三次）の基本的な方向と領域・目標の概要

個人の行動と健康状態の改善

生活習慣の改善

栄養・食生活 適正体重を維持している者、肥満傾向児、バランスの良い食事、野菜・果物・食塩の摂取量

身体活動・運動 歩数、運動習慣者、こどもの運動・スポーツ

休養・睡眠 休養が取れている者、睡眠時間、週労働時間

飲酒 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者、20歳未満の飲酒

喫煙 喫煙率、20歳未満の喫煙、妊婦の喫煙

歯・口腔の健康 歯周病、よく噛んで食べることができる者、歯科検診受診率

生活習慣病（NCDs）の
発症予防／重症化予防

がん 年齢調整罹患率・死亡率、がん検診受診率

循環器病 年齢調整死亡率、高血圧、脂質高値、メタボ該当者・予備群、特定健診・特定保健指導

糖尿病 合併症（腎症）、治療継続者、コントロール不良者、有病者数

COPD 死亡率

生活機能の維持・向上 ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症検診受診率、心理的苦痛を感じている者

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

健康寿命の延伸・健康格差の縮小 健康寿命、健康格差

社会環境の質の向上

社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 地域の人々とのつながり、社会活動、共食、メンタルヘルス対策に取り組む事業場

自然に健康になれる環境づくり 食環境イニシアチブ、歩きたくなるまちなかづくり、望まない受動喫煙

誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 スマート・ライフ・プロジェクト、健康経営、特定給食施設、産業保健サービス

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

ライフコースアプローチを
踏まえた健康づくり

こども こどもの運動・スポーツ、肥満傾向児、20歳未満の飲酒・喫煙

高齢者 低栄養傾向の高齢者、ロコモティブシンドローム、高齢者の社会活動

女性 若年女性やせ、骨粗鬆症検診受診率、女性の飲酒、妊婦の喫煙 13



目標 指標 目標値

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

健康寿命の延伸 日常生活に制限のない期間の平均
平均寿命の増加分を上回
る健康寿命の増加

個人の行動と健康状態の改善

適正体重を維持している者の増加（肥満、若年女性のやせ、
低栄養傾向の高齢者の減少）

ＢＭＩ18.5以上25未満（65歳以上はＢＭＩ20を超え25未満）の者の割合 66％

野菜摂取量の増加 野菜摂取量の平均値 350ｇ

運動習慣者の増加 運動習慣者の割合 40％

睡眠時間が十分に確保できている者の増加 睡眠時間が６～９時間（60歳以上については、６～８時間）の者の割合 60％

生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒してい
る者の減少

１日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者の割合 10％

喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） 20歳以上の者の喫煙率 12％

糖尿病有病者の増加の抑制 糖尿病有病者数（糖尿病が強く疑われる者）の推計値 1,350万人

COPD（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率の減少 COPDの死亡率（人口10万人当たり） 10.0

社会環境の質の向上

「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシ
アチブ」の推進

「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」に登録されて
いる都道府県数

47都道府県

健康経営の推進 保険者とともに健康経営に取り組む企業数 10万社

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり（女性の健康関係）

若年女性のやせの減少 ＢＭＩ18.5未満の20歳～30歳代女性の割合 15％

生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒してい
る女性の減少

１日当たりの純アルコール摂取量が20g以上の女性の割合 6.4％

骨粗鬆症検診受診率の向上 骨粗鬆症検診受診率 15％

主な目標

新

新

新

新

新

14

○ 基本的な方向に沿って、目標を設定。健康（特に健康寿命の延伸や生活習慣病の予防）に関する科学的なエビデンスに基づくこと、継続性や事後的な

実態把握などを加味し、データソースは公的統計を利用することを原則。目標値は、直近のトレンドや科学的なエビデンス等も加味しつつ、原則として、

健康日本21（第二次）で未達のものは同じ目標値、目標を達成したものはさらに高い目標値を設定。（全部で51項目）



運動期間中のスケジュール

目標の評価

• 全ての目標について、計画開始後６年（令和11年）を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後10年（令
和15年）を目途に最終評価を行う

→評価・分析に応じて、基本方針も必要に応じて更新、PDCAサイクルを通じて、より効果的な健康づくりを行う。

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

2036
R18

第三次 次々期

自治体

次々期計画策定

国民健康・栄養調査

大規模調査
結果
公表

第二次

自治体次期計画策定

中間
評価

次々期
検討

最終
評価

結果
公表

計画期間

• 関連する計画（医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業（支援）計画等）と計画期間をあわせること、
各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏
まえ、令和６～17年度までの12年間とする。

アクションプラン

• 令和５年度以降、アクションプランについて、健康日本21（第三次）推進専門委員会で検討し、自治体等
に示していく。

アクションプランについて議論・提示

結果
公表

ベースライン
の提示

15
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1988

2000

S53～

第１次国民健康づくり

S63～

第２次国民健康づくり

アクティブ８０ヘルスプラン

H12～

第３次国民健康づくり

健康日本21

H25～

第４次国民健康づくり

健康日本21(第二次)

我が国における健康づくり運動と身体活動・運動分野のガイドラインの変遷

2024R6～

第５次国民健康づくり

健康日本21(第三次)

17

Ｒ5 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023

身体活動・運動分野に関する動き

Ｈ１ 健康づくりのための運動所要量

・運動による疾患リスクの軽減 ・運動強度、運動所要量の設定

Ｈ18 健康づくりのための運動基準2006

・生活習慣病予防、一次予防の観点を重視

・身体活動量・運動量の基準値を設定

Ｈ25 健康づくりのための身体活動基準2013

・ライフステージ（成人～高齢者）に応じた基準値を設定

・指針の認知度向上・普及啓発の強化

改訂

2013

【目標指標】

歩数

運動習慣者

など

1978

・ライフステージ（成人～高齢者）に応じた推奨事項の見直し

・筋力トレーニング及び座位行動等の推奨事項の追加



健康日本2 1（第三次） 身体活動・運動分野に関する目標・指標

目標 指標 現状値（令和元年） 目標値 （令和14年度）

日常生活における
歩数の増加

１日の歩数の平均値

総数 6,278 歩 総数 7,100 歩

20～64歳
男性

7,864 歩
女性

6,685 歩

65歳以上
男性

5,396 歩
女性

4,656 歩

20～64歳
男性

8,000 歩
女性

8,000 歩

65歳以上
男性

6,000 歩
女性

6,000 歩

（現状値×1.1）

運動習慣者※の増加

※１回30分以上の運動を週
２回以上実施し、１年以上
継続している者

運動習慣者の割合

総数 28.7 % 総数 40 %

20～64歳
男性

23.5 %

女性

16.9 %

65歳以上
男性

41.9 %

女性

33.9 %

20～64歳
男性

30 %

女性

30 %

65歳以上
男性

50 %

女性

50 %

（現状値＋10％）

運動やスポーツを習慣的に
行っていないこどもの減少

１週間の総運動時間（体育授
業を除く。）が60分未満の児

童の割合
第２次成育医療等基本方針に合わせて設定

「居心地が良く歩きたくな
る」まちなかづくりに取り

組む市町村数の増加

滞在快適性等向上区域
（まちなかウォーカブル
区域）を設定している市

町村数

73
（令和４年12月）

100
（令和７年度）



身体活動（生活活動・運動）・座位行動の概念

身体活動：安静にしてる状態よりも多くのエネルギーを消費する、骨格筋の収縮を伴う全ての活動

生活活動

座位行動

運動日常生活における家事・労働・通勤・

通学などに伴う活動

スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・

増進を目的として、計画的・定期的に実施する活動

座位や臥位の状態で行われる、エネルギー消費が1.5メッツ以下の

全ての覚醒中の行動（例えば、デスクワークをすることや、座った

り寝ころんだ状態でテレビやスマートフォンを見ること）

1.5メッツ

3メッツ 

(歩行)



健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 推奨事項一覧

対象者※ 身体活動（＝生活活動＋運動） 座位行動

高齢者

歩行又はそれと同等以上の
(3メッツ以上の強度の)

身体活動を１日40分以上

（１日約6,000歩以上）
(=週15メッツ・時以上)

座りっぱなしの時間が長くなり
すぎないように注意する

（立位困難な人も、じっとして
いる時間が長くなりすぎないよ
うに少しでも身体を動かす）

成人

歩行又はそれと同等以上の
(3メッツ以上の強度の)

身体活動を１日60分以上

（１日約8,000歩以上）
(=週23メッツ・時以上)

こども
（※身体を動か
す時間が少ない
こどもが対象）

（参考）
・中強度以上（３メッツ以上）の身体活動（主に有酸素性身体活動）を1日60分以上行う
・高強度の有酸素性身体活動や筋肉・骨を強化する身体活動を週３日以上行う
・身体を動かす時間の長短にかかわらず、座りっぱなしの時間を減らす。特に余暇のスクリーンタイムを減らす。

有酸素運動・筋力トレーニング・バランス運
動・柔軟運動など多要素な運動を週３日以上

【筋力トレーニングを週2～3日】

運動

息が弾み汗をかく程度以上の
(3メッツ以上の強度の)

運動を週60分以上

(=週４メッツ・時以上)

【筋力トレーニングを週2～3日】

運動

個人差を踏まえ、強度や量を調整し、可能なものから取り組む
今よりも少しでも多く身体を動かす

全体の方向性

※ 生活習慣、生活様式、環境要因等の影響により、身体の状況等の個人差が大きいことから、「高齢者」「成人」「こども」について特定の年齢で区切ることは適当でなく、個人の
状況に応じて取組を行うことが重要であると考えられる。



【推奨事項】 【参考情報】

身体活動・運動の推進 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html


対象者別（成人、高齢者、こども）の身体活動・運動の推奨事項について国民向けにまとめている。

アクティブガイドー健康づくりのための身体活動・運動ガイド2 0 2 3ー
成人版・高齢者版・こども版
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1988

2000

S53～

第１次国民健康づくり

S63～

第２次国民健康づくり

アクティブ８０ヘルスプラン

H12～

第３次国民健康づくり

健康日本21

H25～

第４次国民健康づくり

健康日本21(第二次)

我が国における健康づくり運動と休養・睡眠分野のガイドラインの変遷

2024R6～

第５次国民健康づくり

健康日本21(第三次)

Ｒ5 健康づくりのための睡眠ガイド2023

睡眠分野に関する動き

Ｈ15 健康づくりのための睡眠指針
        ～快適な睡眠のための7箇条～

・指針の視点を「快適な睡眠」とした

Ｈ26 健康づくりのための睡眠指針2014

・指針の視点を「健康づくりに資する睡眠」とした
・年齢や生活活動背景（就学・労働形態等）を考慮した睡眠健康

の在り方を提案

改訂

2013

1978

・ライフステージ（成人～高齢者）に応じた推奨事項の見直し

・睡眠環境や生活習慣等に関する参考情報の提示

【目標指標】

睡眠休養感 等

【目標指標】

睡眠休養感 等

【目標指標】

睡眠休養感、睡眠時間
24



健康日本21（第三次） 睡眠分野に関する目標項目

目標 指標 現状値（令和元年） 目標値 （令和14年度）

睡眠で休養が
とれている者の増加

睡眠で休養がとれている
者の割合

78.3％
※20歳～59歳：70.4％

60歳以上：86.8％

80％
※20歳～59歳：75％

60歳以上：90％

睡眠時間が十分に
確保できている者の

増加

睡眠時間が６～９時間
（60歳以上については、
６～８時間）の者の割合

54.5％
※20歳～59歳：53.2％

60歳以上：55.8％

60％
※20歳～59歳：60％

60歳以上：60％

「睡眠で休養がとれている者」に加え、「睡眠時間が十分に確保できている者」に関する目標を設定。

25

睡眠の質

睡眠の量



健康づくりのための睡眠ガイド2023の推奨事項一覧

26

対象者※１ 推奨事項

高齢者

⚫ 長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が８時間以上になら
ないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する。

⚫ 食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養
感を高める。

⚫ 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け、活
動的に過ごす。

成人

⚫ 適正な睡眠時間には個人差があるが、６時間以上を目安として必要な
睡眠時間を確保する。

⚫ 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養
感を高める。

⚫ 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図
ることが重要であるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。

こども

⚫ 小学生は９～12時間、中学・高校生は８～10時間を参考に睡眠時間
を確保する。

⚫ 朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜
ふかしの習慣化を避ける。

個人差を踏まえつつ、日常的に質・量ともに
十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持する

全体の方向性

※１ 生活習慣や環境要因等の影響により、身体の状況等の個人差が大きいことから、「高齢者」「成人」「こども」に
ついて特定の年齢で区切ることは適当でなく、個人の状況に応じて取組を行うことが重要であると考えられる。



【推奨事項】 【参考情報】

睡眠対策 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html

更新

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html


睡眠の重要性と取り組み方について国民向けにわかりやすく示した「Good Sleepガイド（ぐっすりガイド）」を作成

した。

G o o d  S l e e pガイド（ぐっすりガイド）成人版・こども版・高齢者版

日更新
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日本の健診（検診）制度の概要

○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査（健康診断）を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。（医療保険者や事業主は任意に実施）

被保険者・被扶養者 うち労働者 その他

～
39

歳

（健康保険法、国民健康保険法等）

【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者＜努力義務＞

【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり

【実施主体】事業者 ＜義務＞

※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断

を実施

【対象者】住民
（生活保護受給者等を含む）

【実施主体】市町村＜努力義務＞

【種類】

・歯周疾患検診

・骨粗鬆症検診

・肝炎ウイルス検診

・がん検診

（胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん

検診、乳がん検診、大腸がん検診）

・高齢者医療確保法に基づく特定健診の

非対象者に対する健康診査・保健指導

40

～
74

歳

【対象者】加入者

【実施主体】保険者＜義務＞

※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。

75

歳
～

【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合

＜努力義務＞

特定健診

医療保険各法

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

健康増進法労働安全衛生法

（
乳
幼
児
等
）

妊
娠
～
出
産
後
１
年
・

小
学
校
就
学
前

【対象者】１歳６か月児、３歳児
【実施主体】市町村＜義務＞

※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨

児
童
生
徒
等

【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童

【実施主体】学校（幼稚園から大学までを含む。）＜義務＞

母子保健法

学校保健安全法

※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。

全体像



種類 目的 対象者・受診間隔 検査項目

歯周疾患検診 歯の喪失を予防する 20、30、40、50、60、70歳の者 問診、歯周組織検査

骨粗鬆症検診
早期に骨量減少者を発見
し、骨粗鬆症を予防する

40、45、50、55、60、65、70歳
の女性

問診、骨量測定

肝炎ウイルス検診
肝炎による健康障害の回
避、症状の軽減、進行の
遅延を図る

40歳以上の者
（過去に検診受診していない者に
限る）

問診、Ｂ型肝炎ウイルス検査、Ｃ
型肝炎ウイルス検査

が
ん
検
診

胃がん検診

がんの予防と早期発見の
推進を図る

50歳以上の者・２年に１回
（胃部エックス線検査については、当分の間、
「40歳以上の者・年１回」で実施可）

問診に加え、胃部エックス線検査
又は胃内視鏡検査のいずれか

子宮頸がん検診

20歳代の女性・２年に１回 問診、視診、子宮頸部の細胞診、内診

30歳以上の女性

２年に１回 問診、視診、子宮頸部の細胞診、内診

５年に１回
※罹患リスクが高い者につ
いては1年後に受診

問診、視診、HPV検査単独法

※実施体制が整った自治体で選択可能

40歳以上の者・年１回

質問（問診）、胸部エックス線検査、
喀痰細胞診（※）
※原則として、50歳以上で喫煙指数（１日
本数×年数）600以上である者（過去におけ
る喫煙者を含む）に対して実施。

肺がん検診

乳がん検診 40歳以上の女性・２年に１回
質問（問診）、乳房エックス線検査
（マンモグラフィ）

40歳以上の者・年１回 問診、便潜血検査大腸がん検診

健康増進事業として行う検診等について

◼ 健康増進法第19条の２に基づき、市町村は以下の検診等を実施することに努めることとされている。

※上記以外に、高齢者医療確保法に基づく特定健診の非対象者（生活保護受給者等）に対する健康診査・保健指導も実施。



健康日本21（第三次） 骨粗鬆症検診に関する目標

項 目 現状 目 標

骨粗鬆症検診受診率の
向上

5.3％
（令和３年度）

15％
（令和14年度）
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（出典：地域保健・健康増進事業報告より骨粗鬆症財団が算出）

骨代謝

骨形成

骨吸収

エストロゲン

（女性ホルモン）

健康日本21（第三次）
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１．健康を取り巻く現状

２．健康日本21（第三次）について

３．健康日本21（第三次）推進のための取組

３－１．取組例～身体活動・運動～

３－２．取組例～休養・睡眠～

３－３．取組例～骨粗鬆症検診受診率～

３－４．取組例～禁煙～

４．正確な情報発信とツールの提供

５．多様な主体の参画と連携



○ 2024年のテーマは、「たばこの健康影響を知ろう！～たばことCOPDの関係性～」とし、たばこの煙などによって引き起こされる病気につ

いての啓発を実施。

（参考：2024年WHO世界禁煙デーのテーマ：Protecting children from tobacco industry interference）

○ イベント概要

【日時】 2024年５月31日（金）15:30～17:00 ＠渋谷ストリームホール

【主なプログラム】

・たばことCOPDの関係性について世論調査結果報告

（講師：国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策情報センター本部 副本部長 若尾 文彦氏）

・2024年度「スマート・ライフ・プロジェクト」オフィシャルアンバサダー、2024年度「世界禁煙デー記念イベント」 サポーター紹介

・たばこ、健康についてのトークセッション、クイズ

（講師：慶應義塾⼤学医学部呼吸器内科 専任講師 中鉢 正太郎氏、日本医師会 常任理事 黒瀨 巌氏） 等

世界禁煙デー記念イベント2024
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・2024 SLPオフィシャルアンバサダー

WBC（ワールドベースボールクラシック）2023日本代表監督 栗山 英樹さん

・2024「世界禁煙デー記念イベント」ゲストサポーター

俳優・歌手の星乃 夢奈さん＆お笑い芸人の蛙亭(（中野周平・イワクラ）さん
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健康づくりサポートネット
内、生活習慣病などの情報

（e-ヘルスネット）

【ＷＥＢでの機能】

● 生活習慣病予防、健康寿命、健康政策、身体活動・運動、栄養・食生活、休養・こころの健康、歯・口腔の

健康、飲酒、喫煙、感覚器などの10分野について、メタボリック対策等に必要な最新情報をウェブサイト

（https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/）にて提供。

● 情報提供は、最新の科学的知見に基づかなくてはならないため、情報評価委員会で正式決定した情報を掲載

している。

生活習慣病予防のための健康情報サイト

平成２０年度から実施された医療制度改革の一環として定められた特定健診・特定保健指導制度の実施に伴い、国民

の生活習慣への改善を行うために、科学的知見に基づく正しい情報の国民への発信提供を行っている。

（生活習慣病予防のための健康情報サイト「e-ヘルスネット」は、令和７年４月より他のサイトと統合し、「健康日本21アク

ション支援システム～健康づくりサポートネット～」として新たに運用を開始）

情報提供
（最新情報の提供）

国民

情報評価委員会
（専門委員）

保険者・事業者

健康日本21アクション支援システム～健康づくりサポートネット～（eーヘルスネット）

厚生労働省
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https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/


健康日本21アクション支援システム～「e-健康づくりネット」によるコンテ
ンツの発信

健康づくり支援担当者のための総合情報サイト

日本全国の地方自治体や企業・団体などで、健康づくりの取り組みを検
討・実施されている方々に向けて、健康づくりのポイントや参考となる事
例をそれぞれの内容にあわせたツールでご紹介しています。今後も新規
ツールの追加や、指針・ガイドライン等の改訂に伴う内容の更新を予定し
ています。

これから検討を始める方、既に実施している施策をより効率的にしたい
方など、健康づくりを実施される方に、すぐにご活用いただける情報をお
届けします。

（https://e-kennet.mhlw.go.jp/）

支援ツール

解説書

https://e-kennet.mhlw.go.jp/
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社会全体としての国民運動へ

○企業・団体・自治体への参画の呼びかけ
○社員・住民の健康づくりのためのリーフレットやポスターの提供
○大臣表彰「健康寿命をのばそう！アワード」
○「健康寿命をのばそう！サロン」による参画団体の交流と好事例の横展開

厚 生 労 働 省

社内啓発や消費者への啓発活動に利用するロゴマー
クの使用（パンフレットやホームページなど）

→ 企業等の社会貢献と広報効果

社員・住民の健康づくり、禁煙や受動喫煙防止の
呼びかけ、検診・健診促進のためのポスター等に
よる啓発 → 社員・住民の健康意識の向上・促進

＜事業イメージ＞

・フィットネスクラブ
・食品会社
         等

・メディア
・外食産業

企業・団体

自治体＜健康寿命をのばそう！アワードトロフィー＞

○背景：高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予
防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活
できる活力ある社会を実現することが重要である。

○目標：「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む
企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意
識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。

国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ

＜スマート・ライフ・プロジェクト＞

※令和７年度から「女性の健康」「睡眠」をテーマに追加



健康増進普及月間の実施について

○ 厚生労働省では、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性につ

いての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、毎年９月１日から３０

日までの１か月間を健康増進普及月間とし、種々の行事等を全国的に実施。

○ 令和６年度健康増進普及月間では、

「１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 良い睡眠 ～健康寿命の延伸～」

    をテーマとし、各種対策を推進していく。

ポスターの作成等により健康増進に関する普及啓発 各自治体及び関係団体への協力依頼

※今年度もスマート・ライフ・プロジェクトオフィシャルアンバサダーとして栗山英樹氏を起用

〈活動内容の例示〉
・テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の
協力を得た広報
・各自治体の広報紙、関係機関及び
  関係団体等の機関紙、有線放送、
  インターネット等の活用による広報
・ポスター、リーフレットによる広報
・健康増進に関する各種講演会、研
  修会、シンポジウム等の開催
・ウォーキング等の運動イベントの開
  催
・地域別、年代別に応じた健康増進の
  ための行動目標、スローガン等の公
  募及び発表
・住民主体のボランティアグループ等
  を通じた情報提供の推進
・健康相談、食生活相談及び栄養改
善指導

年度、テーマ、



《生活習慣病予防分野》では、従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための
優れた取組をしている企業・団体・自治体を表彰（厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞）

令和６年度の第13回では、113件（企業61件、団体34件、自治体18件）の応募を受け、有識者による評価委
員会で審査・選出された取組事例から決定

令和６年度 第13回健康寿命をのばそう！アワード 《生活習慣病予防分野》

〈企業部門〉 ミタニ建設工業株式会社
〈団体部門〉 自治医科大学学生寮生活サポートセンター
〈自治体部門〉 都城市

厚生労働大臣最優秀賞

厚生労働大臣優秀賞

厚生労働省健康・生活衛生局長 優良賞

〈企業部門〉 株式会社パソナグループ、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、アフラック生命保険株式会社、株式会社𠮷野家ホールディングス、
出光興産株式会社

〈団体部門〉 医療法人社団登豊会近石病院カムカムスワロー、一般社団法人Luvtelli 、全国健康保険協会沖縄支部、
NPO法人日本シニアデジタルサポート協会、一般社団法人ドゥーラ協会

〈自治体部門〉 旭市役所、埼玉県入間市、春日井市、三重県紀北町

スポーツ庁長官優秀賞

飛騨市役所
今日も「まめなかな！」減塩食品・料理の普及活動による
食環境整備2019-2024 
～地元企業での減塩中華そば開発と導入に至るまで～

〈企業部門〉 株式会社Ambi
〈団体部門〉 新潟大学村山研究室
〈自治体部門〉 川崎市
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